
    

 平成２１年５月１５日   
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                             会 社 名  伊藤ハム株式会社 
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定款の一部変更に関するお知らせ 

 
   当社は、平成２１年５月１５日開催の取締役会において、平成２１年６月２５日開催予定の 
  第６９回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決定いたしま 

したので、お知らせいたします。 
 

記 
 
 

１．変更の理由 
（１） 当社事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、多様化に対応するため、現行 

定款第 2 条につきまして事業目的を追加するものであります。 
（２） インターネットの普及を考慮し、利便性向上及び公告手続き合理化のため、当社の公告方 

法を日本経済新聞から電子公告に変更し、あわせてやむを得ない事由により電子公告する 
ことができないときの措置を定めるものであります。 

  （３）「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正 
する法律」（平成 16 年法律第 88 号）の施行に伴い、当社定款規定のうち、株券、実質株主 
及び実質株主名簿に関する文言を削除し、あわせてその他の文言の修正及び追加等所要の変 
更を行うものであります。また、株券喪失登録簿の事務に関しては１年間の時限の扱いであ 
るため、附則として所要の規定を設けることといたしたく存じます。 

（４） 上記の変更に伴い、条数及び号数の変更を行うものであります。 

 

 



２．変更の内容 
 変更の内容は次のとおりであります。 

                        （下線は変更部分であります。） 
現   行   定   款  変   更   案  

 

第２条（目的） 

当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

１．食肉加工品の製造及び販売 

   ２．食肉の加工及び販売 

３．冷凍食品の製造及び販売 

４．水産加工品の製造及び販売 

５．缶詰、壜詰食品の製造及び販売 

６．栄養保存食品の製造及び販売 

７．調理食品、惣菜類の製造及び販売 

８．乳製品の製造及び販売 

９. パン、菓子類の製造及び販売 

10．ソース、調味料類の製造及び販売 

11．食用油脂類の製造及び販売 

12．清涼飲料、酒類の製造及び販売 

13．医薬品、医薬部外品、検査用試薬、 

動物医薬品の製造及び販売 

14．牧場の経営 

15．飲食店の経営 

16．倉庫業及び一般貨物自動車運送業 

 

17．不動産の売買、賃貸、管理及び仲介業 

18．旅行業及び労働者派遣事業 

19．通信販売事業 

（新設） 

 

 

20．有価証券の取得及び運用 

21．金銭の貸付及び債務保証 

      22．前各号に附帯する投資又はこれに関連 

する一切の業務 

 

第２条（目的） 

当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

１． 

∫ （現行どおり） 

15． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16．倉庫業、一般貨物自動車運送業及び貨 

物自動車利用運送業 

17． 

∫ （現行どおり） 

19． 

      20．損害保険代理業、自動車損害賠償保障 

法に基づく保険代理業及び生命保険の 

募集に関する業務 

21． 

∫ （現行どおり） 

      23． 

 



第５条（公告方法） 

当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する 

方法により行う。 

 

 

 

第７条（株券の発行） 

当会社の株式については、株券を発行す 

る。 

 

第９条（単元株式数及び単元未満株券の不発行） 

（1）当会社の単元株式数は、1,000 株と 

する。 

（2）当会社は、第７条の規定にかかわら 

ず、単元未満株式に係る株券を発行 

しないことができる。 

 

第 10 条（単元未満株式についての権利の制限） 

当会社の株主（実質株主を含む。以下同 

じ。）は、その有する単元未満株式につい 

て、次に掲げる権利以外の権利を行使す 

ることができない。 

１．会社法第 189 条第２項各号に掲げる 

権利 

２．取得請求権付株式の取得を請求する 

権利 

３．株主の有する株式数に応じて募集株 

式の割当て及び募集新株予約権の割 

当てを受ける権利 

 

第 11 条（株式取扱規則及び株主名簿管理人） 

（1）当会社の株式に関する手続き及び手 

数料は、法令又は定款のほか、取締 

役会において定める株式取扱規則 

による。 

 

（2）当会社は、株主名簿管理人を置く。 

（3）株主名簿管理人及びその事務取扱場 

所は、取締役会の決議をもって選定 

第５条（公告方法） 

当会社の公告方法は、電子公告とする。た 

だし、事故その他やむを得ない事由によっ 

て電子公告による公告をすることができな

い場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

 

（削 除） 

 
 
 
第８条（単元株式数） 

当会社の単元株式数は、1,000 株とする。 

 

（削 除） 

 

 

 

第 9 条（単元未満株式についての権利の制限） 

当会社の株主は、その有する単元未満株 

式について、次に掲げる権利以外の権利 

を行使することができない。 

 

１．（現行どおり） 

 

２．（現行どおり） 

 

３．（現行どおり） 

 

 

 

第 10 条（株式取扱規則及び株主名簿管理人） 

（1）（現行どおり） 

 

 

 

 

（2）（現行どおり） 

（3）（現行どおり） 

 



 
し、公告する。 

（4）当会社の株主名簿（実質株主名簿を 

含む。以下同じ。）、新株予約権原簿 

及び株券喪失登録簿の作成並びに 

備置きその他の株主名簿、新株予約 

権原簿及び株券喪失登録簿に関す 

る事務は、これを株主名簿管理人に 

委託し、当会社では取扱わない。 

第 12 条 
∫  （内容省略） 

第 27 条 
 

（新 設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（削除） 

 
 
 
 
 
 

第 11 条 
∫  （現行どおり） 

第 26 条 

 

附 則 

第１条 当会社の株券喪失登録簿は、株主名簿管 

理人の事務取扱場所に備置き、株券喪失 

登録簿への記載又は記録に関する事務は

株主名簿管理人に取扱わせ、当会社では 

取扱わない。 

 

第２条 当会社の株券喪失登録簿への記載又は記

録は、法令又は定款に定めるもののほか、

取締役会において定める株式取扱規則に

よる。 

 

第３条 本附則第１条から本条までの規定は、平 

成 22 年 1 月６日をもってこれを削除す 

る。 

 
３．日 程 

定款変更のための株主総会開催日   平成２１年６月２５日（木） 
定款変更の効力発生日        平成２１年６月２５日（木） 
 

以上 
 


